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議案第４８号 

上越市手数料条例の一部改正について 

上越市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和３年６月７日提出 

                          上越市長  村 山 秀 幸   

 

上越市手数料条例の一部を改正する条例 

 上越市手数料条例（平成１２年上越市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、第１３号から第２２号までを１号ず 

つ繰り上げ、同条第２３号中「第２５号」を「第２４号」に改め、同号を同条第２２号とし、

同条中第２４号を第２３号とし、第２５号から第９６号までを１号ずつ繰り上げ、同条第 

９７号ア中「第３５号」を「第３４号」に改め、同号イ中「第３６号」を「第３５号」に改

め、同号を同条第９６号とし、同条第９８号中「第１００号」を「第９９号」に、「第９６

号」を「第９５号」に改め、同号を同条第９７号とし、同条第９９号ア中「第３５号」を

「第３４号」に改め、同号イ中「第３６号」を「第３５号」に改め、同号を同条第９８号と

し、同条中第１００号を第９９号とし、第１０１号を第１００号とし、第１０２号を第  

１０１号とし、同条第１０３号ア中「第３５号」を「第３４号」に改め、同号イ中「第３６

号」を「第３５号」に改め、同号を同条第１０２号とし、同条第１０４号ア中「第１０２号

ア」を「第１０１号ア」に改め、同号イ中「第１０２号イ」を「第１０１号イ」に改め、同

号を同条第１０３号とし、同条第１０５号ア中「第３５号」を「第３４号」に改め、同号イ

中「第３６号」を「第３５号」に改め、同号を同条第１０４号とし、同条中第１０６号を第

１０５号とし、第１０７号を第１０６号とし、第１０８号を第１０７号とし、同条第１０９

号中「第１１１号」を「第１１０号」に改め、同号を同条第１０８号とし、同条中第１１０

号を第１０９号とし、同条第１１１号ア中「第３５号」を「第３４号」に改め、同号イ中

「第３６号」を「第３５号」に改め、同号を同条第１１０号とし、同条第１１２号ア中「第

１０９号」を「第１０８号」に改め、同号イ中「第１０９号ア」を「第１０８号ア」に改め、

同号ウ中「第１０９号イ」を「第１０８号イ」に改め、同号エ中「第１０９号ウ」を「第 

１０８号ウ」に改め、同号を同条第１１１号とし、同条第１１３号ア中「第３５号」を「第

３４号」に改め、同号イ中「第３６号」を「第３５号」に改め、同号を同条第１１２号とし、

同条中第１１４号を第１１３号とし、第１１５号から第１３６号までを１号ずつ繰り上げる。 

第５条第１項第２号ア中「第２条第１０６号」を「第２条第１０５号」に改め、同号イ中

「第２条第１０７号」を「第２条第１０６号」に改め、同号ウ中「第２条第１０８号」を
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「第２条第１０７号」に改め、同号エ中「第２条第１３０号」を「第２条第１２９号」に改

め、同号オ中「第２条第１３１号」を「第２条第１３０号」に改め、同条第２項第２号中

「第２条第２７号」を「第２条第２６号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年９月１日から施行する。 


